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立山町教育振興基本計画 

 

第１章 計画の策定にあたって 

１．計画策定の趣旨 

近年、人口減少や少子高齢化の進展、IoT やビッグデータ、人工知能(AI)等を

はじめとする急速な技術革新、グローバル化の進展等により、社会構造や雇用環

境が大きく変化しており、予測が困難な時代となっています。 

また、教育を取り巻く状況も大きく変化しています。自己肯定感をもてない子

どもやいじめ・暴力行為、不登校の問題、規範意識の欠如の問題、学力や学習意

欲の問題、運動不足による体力低下、家庭や地域の教育力低下など、多くの課題

があります。 

本町では、これまでも立山町総合計画や教育センター事業計画、学力向上「立

山プラン」、立山町生涯スポーツプラン等、それぞれの分野における計画などに基

づいて教育行政を推進してきました。また、今日的課題に対応するため各種懇話

会を設置し、課題解明に取り組んで参りました。 

   平成２７年３月には、中長期的視点から取り組むべき施策の全体像、体系を明

らかにし、立山町教育の一層の充実を図り、着実に推進するため「立山町教育振

興基本計画」を策定し、計画的に教育行政を推進してきました。そして、令和３

年度からの「第 10 次立山町総合計画」の策定に合わせて、「第 2 期立山町教育振

興基本計画」を策定することとし、この計画に基づき、本町の教育行政をさらに

推進することで、本町教育の質の向上を図って参ります。 

 

２．計画の性格と実効性の確保 

この計画は、「立山町総合計画」及び「立山町教育大綱」との整合性を図りな

がら、計画期間を令和３年度から令和７年度までの５年間とし、本町が目指す教

育の姿や基本的方向などを示し、それらを着実に実現するために必要な教育的施

策や取組みを整理した教育に関する基本的な計画です。 

   なお、この計画の推進にあたっては、計画（Plan）、実行（Do）、評価（Check）、

改善（Action）のＰＤＣＡサイクルによるマネジメントシステムにより計画の実

効性を確保していきます。実効性の確認については、「教育委員会の事務の点検

及び評価」を実施し、立山町のホームページに掲載します。 
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第２章 立山町教育の現状と課題 

 １．子育てにおける現状と諸課題 

(1) 子どもたちの学力 

    本町の小・中学生の学力は、近年の全国学力・学習状況調査における平均正

答率の結果から、全国平均と比べて概ね良好と言えます。特に小学校では、全

国平均及び県平均を上回る結果が続いています。また、町版学力調査でも同様

の結果となっています。このようなことから、学力が確実に定着していること

が伺えます。その背景としては、保護者や地域住民等の熱意や協力はもとより、

教員の授業の充実に向けた日頃からの努力や一人一人に応じたきめ細かな指

導等が挙げられます。 

    今後、本町の小・中学生が自ら主体的に学ぶ姿勢を身に付けるためには、こ

れまでと同様に、学校と家庭が連携して学習習慣の一層の定着を図り、子ども

の学力を定着させる取組みを継続して行っていくことが求められます。さらに、

６小学校の児童が雄山中学校へ進学することから、小学校と中学校の指導の接

続や連携を図る必要があると考えられます。 

 

 (2) 子どもたちの心 

    本町の子どもたちは、全国学力・学習状況調査の結果などから、「自分によ

いところがあると思う」「人が困っているときは進んで助けている」「人の役

に立つ人間になりたいと思う」など、自己有用感が比較的高い傾向にあります。 

    本町の不登校児童生徒の出現率については、中学生になると増加傾向にある

ことから、特に小学校から中学校への不適応を生まないよう、いわゆる「中１

ギャップ」（※）への対応について引き続き取り組み、問題解決を図っていく必

要があります。 

    また、いじめの認知については、いじめに対する学校の意識が高まり、これ

まで以上に適切な把握に努めています。引き続き、いじめの未然防止、早期発

「教育委員会の事務の点検評価」 

（Check、Action） 

施策の実行 

（Do） 

本計画 

（Plan） 
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見、早期対応に努めることで、いじめが発生しないようにするとともに、認知

したいじめに対しては、早期に解決できるよう、学校と家庭・地域との連携を

図り、関係機関とも連携を密にして、問題解決に向けて取り組んでいくことが

求められています。 

さらに、核家族化や少子化、地域社会の正義感や連帯感の希薄化など社会の 

変化を背景として、子どもの対人関係の未熟さ、規範意識や社会性の希薄化等 

が指摘されています。自然体験活動や社会体験活動を通してより豊かな人間性

を育成し、道徳教育の充実、家庭・地域との連携などにより、人間尊重の精神

や生命に対する畏敬の念を育むことが大切だと考えます。 
 
※ 中１ギャップ：小学生から中学１年生になると、教科担任制の授業や部活動が実施され、そうした学 

習や生活の変化になじめず、学習意欲の低下、不登校、いじめ等が急増する現象 

 

(3) 子どもたちの体 

    社会が多様化し、変化する中で、子どもを取り巻く社会環境も大きく変化し、

生活習慣が乱れ、子どもの健康状態や食生活の乱れが懸念されています。 

本町の子どもたちの体力は、児童生徒の体力・運動能力調査の結果などから、 

走力は優れていますが、全国・県平均を下回る種目が増えてきており、全体的

な体力や運動能力の低下が懸念されています。 

また、スポーツ少年団や部活動などに参加して日頃から積極的に運動やスポ

ーツに取り組む子どもとそうでない子どもの、運動習慣及び体力の二極化が進

んでいます。 

そのため、子どもとその保護者に生活習慣病に対する正しい理解を広め、日

常生活における食事や運動不足の改善などをいかに図るかが課題となってい

ます。学校においては、体育の学習や業前・業間運動、体育的行事、運動部活

動などにおいて運動習慣の定着や多様な運動の経験を進め、子どもの体力向上

を目指すことが求められています。 

 

  (4) ふるさと教育 

     グローバル化が進展し、社会情勢が大きく変動する現代社会において、一人

一人が“自信”や“自分らしさ”をもって生きることができるよう、ふるさと

の自然、歴史や文化、先人の業績や志などに対する理解を深めることは、本町

の将来を担う人づくりを進めるうえでとても大切なことです。 

    さらには、子ども一人一人が、ふるさとへの感謝の気持ちをもつこと、どこ

にいてもふるさとが心の支えであるという思いをもつこと、先人から祖父母、

両親、そして自分へと脈々と受け継いできた命をいつくしみ、その命を次の世

代につないでいくことなどの大切さを自覚することにより、社会の中で人々と
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の関わり合いをもちながら成長していくことができると考えます。また、同時

に、子どもたちの社会性の不足、いじめや不登校の増加、家庭や地域の教育力

の低下など、様々な課題の解決につながるのではないかと考えます。 

 

(5) 教員の資質・能力 

     「教育は人なり」と言われるように、子どもの成長の鍵は教員の力に負うと

ころが極めて大きいことから、教員の資質向上は不可欠です。本町には、子ど

もに対する愛情と教育に対する情熱をもって自己研鑽に積極的に取り組む教

員が多くいます。 

      今後、豊富な知識と経験を有する教員の大量退職期を迎えることから、優れ

た教育の継承やさらなる発展のためには、これまで培われた教育理念や優れた

指導技術を継承するとともに、教員として求められる資質や能力をはじめ、日

常業務を行うときに必要な知識や技能を高める研修や支援等を行い、若手教員

を育成していくことが喫緊の課題となっています。 

 

(6) 家庭・地域の教育力 

      少子化や核家族化などの家族構成の変化や地域社会とのつながりの希薄化

といった社会の変化を背景に、基本的な生活習慣の形成、豊かな情操、社会の

ルールを身に付けるなど、家庭の機能の低下が懸念されています。地域でも、

子どもたちが遊ぶ姿や大人とふれ合う機会が少なくなっていることから、地域

の教育力が十分に機能しなくなっていることが伺えます。 

    子どもは、家庭でのしつけ、学校教育、地域の人々との関わりなどを通して、

いろいろなことを学びとり、影響を受け、感化されながら成長していくことか

ら、家庭、学校、地域は、それぞれの役割と責任を自覚したうえで、連携・協

力関係を築き、地域全体として子どもの教育に取り組むことが求められます。 

 

２．生涯学習の現状と課題 

人生 100 年を見据え、若者から高齢者まで全ての町民が生きがいを持って豊

かな人生を送ることができるよう、学び続けることができる環境の整備が求めら

れています。 

また、学習機会の提供にあたっては、町民ニーズを的確に把握するとともに、

教養や趣味といった自己研鑽の学習だけではなく、身に付けた成果を地域活動

の現場で実践・還元することにより、さらに学びを深めていく「学び」と「地

域活動」の循環を形成していく必要があります。 
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３．教育環境の現状と課題 

  学校施設については、児童生徒が一日の大半を過ごす学習、生活の場である

とともに、災害時には地域住民の避難場所として活用されることから、安心・

安全な学校教育施設の整備を図る必要があります。 

   立山町学校給食センターでは、小中学校の給食を一括して調理、配送してい

ます。安全で安心な給食の提供とともに、地産地消の推進やアレルギー児童生

徒への対応、健康な心身を育むための食育などが求められています。 

    少子化により児童数が減少する中でも、集団の中で多様な考えにふれること、

認めあうこと、協力しあうことなどを通じた、良質な教育環境を確保するため、

「立山町立小学校の適正規模・適正配置推進計画」（2020 年度策定）に基づき、

関係する校区の保護者等の理解を得ながら、児童数の変化を見据えた小学校の

適正配置を進めることが求められています。 

 国際社会における情報化がめざましく進展する中、児童生徒がコンピュータ

などＩＣＴ（情報通信技術）を活用し、適切に情報社会に対応できる情報活用

能力の育成が求められています。また、「GIGA スクール構想」により整備され

た児童生徒１人１台端末や電子黒板等の ICT 機器について、耐用年数に応じた

更新を含めた適切な維持管理が必要となります。 

 登下校中の児童生徒が事件、事故に巻き込まれないように、学校、保護者、

地域住民、関係機関などと連携し、通学路における安全確保を図る必要があり

ます。 

 生涯学習の中心となる町立公民館については、全ての公民館で耐震基準を満

たしていますが、施設の老朽化や２階に集会室があるなど高齢者や身障者など

にとって施設利用の不便さをどう解消するかが課題となっています。 

 

４．スポーツ振興の現状と課題 

   本町では、各種スポーツ団体の活動への助成等を通じて、町内のスポーツ活動

の育成・活性化を進めています。 

また、スポーツ推進のための連絡調整、町民に対するスポーツの実技の指導そ

の他スポーツに関する指導及び助言を行う町スポーツ推進委員協議会と連携して、

誰もが参加しやすいスポーツ環境を整えることで、町民一人ひとりの生涯スポー

ツへの取り組みを促進しています。 

そうした中、子どもや高齢者が体育施設を利用する機会が増えてきている一方

で、子育て世代や現役世代の利用者数はいまだ少ない傾向にあります。 
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第３章 計画の目標 

 １．基本理念 

   少子化・高齢化やグローバル化など社会の急速な変化に伴う社会活力の低下や

我が国の国際的な存在感の低下の可能性など新しい課題が指摘されています。 

   これからの社会動向や本町教育の現状と課題を踏まえ、今後の教育行政の基本

理念として、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   を掲げ、立山町ならではの教育を展開していきます。 

 

２．計画の体系 ～７つの基本施策～ 

 

 

 

（１）子どもの健全な育成と地域の教育力の充実 

（２）家庭の教育力の向上 

 

 

  （１）基礎学力の充実 

  （２）夢をもち個性豊かな子どもの育成 

  （３）国際社会で活躍する人材の育成 

  （４）教員の資質能力の向上 

 

 

 

  （１）豊かな心の育成 

 ふるさと立山に誇りと愛着をもち、心豊かで活力ある社会の創造 

― 『自立と共生』 『チャレンジ』 ― 

                

 学校教育では、確かな学力と社会性、豊かな人間性を身に付け、社会的自立

の基礎を培い、伝統を継承し、地域社会をはじめ、国や国際的に貢献できるよ

うなたくましい児童生徒を育成するとともに、学校が夢づくりの舞台となり、

「子どもが輝く教育の町」の実現を目指します。 

 

 生涯教育では、町民一人一人がいつでも、どこでも、楽しく学ぶことができ、

心豊かで活力ある社会を創造することを目指します。 

基本施策Ⅱ 子どもの可能性を引き出し、個性を伸ばす教育の推進 

基本施策Ⅲ 子どもの心身の健やかな成長を目指す教育の推進 

 

基本施策Ⅰ 学校・家庭・地域で取り組む子どもの成長支援 
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  （２）健やかな体の育成 

（３）特別支援教育の充実 

（４）学校給食における「食育」の推進 

 

 

 

（１）学校施設等の整備と充実 

  （２）学校規模の適正化 

  （３）質の高い教育環境の整備と充実 

  （４）公民館施設の整備と充実 

 

 

 

  （１）多様な学習活動の支援 

  （２）文化活動の支援 

  （３）公民館運営の充実 

  （４）図書館活動の推進 

 

 

 

  （１）学校におけるふるさと学習の推進 

  （２）文化的資産の積極的な情報発信と活用 

  （３）伝統文化の保存・継承 

 

  

 

 （１）子どものスポーツ体験機会の確保 

  （２）スポーツに参加しやすい・取り組みやすい環境づくり 

  （３）安全にスポーツを楽しめる環境づくり 

  

基本施策Ⅴ うるおいと生きがいを創出する生涯学習の推

進 

基本施策Ⅵ 愛着や誇りを育むふるさと教育の推進 

基本施策Ⅶ 元気を創造するスポーツの振興 

基本施策Ⅳ 社会の変化と多様なニーズに対応した教育環境の充実 
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第４章 基本施策 

基本施策Ⅰ 学校・家庭・地域で取り組む子どもの成長支援 

【基本施策の目標】 

 

  

 

 

 （１）子どもの健全な育成と地域の教育力の充実 

【現状と課題】 

 ・ 社会が多様化し、急激に変化する中で、子どもを取り巻く環境も大きく変化

しており、それに伴って様々な問題が生じています。それらの教育課題を解決

するためには、学校・家庭・地域が協同して主体的に取り組むことが重要です。

子どもたちが心豊かでたくましく生きる力を育むためには、社会全体で子ども

たちを見守り育てる取組みが求められています。 

・ 携帯電話(スマートフォン)やインターネットの普及等に伴う有害な情報の氾

濫や新しいコミュニケーションツールの普及など、子どもを取り巻く環境が急

激に変化し、いじめや児童虐待などの人権侵害が顕著化するなど、家庭の機能

低下や命を大切にし他人を思いやる心の希薄化等が懸念されており、地域ぐる

みで子どもの健全育成を目指すとともに子どもたちの人権や権利を守る必要が

あります。 

 ・ 本町では、全小学校区で、放課後の時間帯に子どもの居場所を確保し、地域

の人々の教育力を活用して、スポーツや文化活動等の様々な体験活動を実施し

ています。今後も、放課後子ども教室の充実が求められています。 

 

【取組みの基本方向】 

  ・ 子どもが健全で心豊かに育つよう、学校と地域の協力体制を構築し、地域の

教育力を有効に活用できる教育環境づくりを推進します。 

・ 学校・家庭・地域が連携・協力して地域ぐるみで子どもの健全育成に取り組

めるよう「立山区域地域ぐるみ教育研究会」の活動を支援します。 

 ・ 放課後子ども教室では、子どもの安全で安心な居場所として、学校や公民

館等を活用し、地域の方々との交流を通じて、地域社会の中で子どもたちが

健やかで人間性豊かに育まれるよう活動を推進します。 

 

【主な取組み】 

  ・ 学校では、地域の人とのふれ合い活動やボランティア活動、社会体験活動を

子どもたちが、虐待やいじめなどの人権侵害を受けることなく、健やかに成長するとともに、

学校、家庭、地域の連携・協力のもと、安全・安心な教育環境の中で、基本的な生活習慣や社

会性を身に付け、豊かな人間性を育んでいること。 
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行ったり、地域人材を活用した学習支援を行ったりするなど、地域の方々との

交流を通じて、地域社会の中で子どもたちが健やかで人間性豊かに育まれる環

境づくりを推進するとともに、地域の教育力の活性化を図ります。 

  ・ 地域で行われる各種行事やイベント等に児童生徒の積極的な参加を促し、地

域住民とのふれ合いや豊かな体験を通して規範意識、道徳性や社会性を育む教

育の推進を図ります。 

  ・ 「立山区域地域ぐるみ教育研究会」の取組みを地域全体に広めるため、教員、

保護者、社会教育関係者などが参加して行われる教育研修会の開催について、

町の広報やホームページなどを活用して、参加の呼びかけを行います。 

  ・ 放課後や夏季休業期間などに小学校の余裕教室や公民館等を活用して、子ど 

もたちの学習・遊び・体験活動や地域住民との交流活動などを行う放課後子ど 

も教室の活動の促進を図ります。 

 

（２）家庭の教育力の向上 

【現状と課題】 

・ 家庭は、子どもたちの健やかな育ちの基盤であり、基本的生活習慣や社会的 

 なマナーなどを身に付ける上で、重要な役割を担っています。しかし、核家族

化など家族構成の変化、地域とのつながりの希薄化といった社会の変化を背景

に、家庭の教育力低下に対する懸念が高まっています。 

・ ゲームや携帯電話（スマートフォン）を夜遅くまで使用することで、睡眠不

足などの基本的生活習慣の乱れにつながったり、いじめや犯罪に巻き込まれた

りするなど、子どもの健全育成上大きな問題となっています。 

・ 社会が多様化する中で、子どもを取り巻く環境も大きく変化し、それに伴い 

様々な問題が生じています。いじめや不登校、児童虐待等の問題は、子ども本

人や保護者の努力だけでは、解決が困難な場合が多くあります。本町では、定

期的に「子育て相談会」を行ったりスクールソーシャルワーカーを配置したり

するなど、子どもや保護者に対して相談支援を行うことで、いじめ、不登校、

児童虐待等の問題行動の解決を図っています。 

 

【取組みの基本方向】 

・ 学校・家庭・地域が連携し、家庭の教育力の向上を図るとともに、子どもの 

 望ましい生活習慣の定着に向けた取組みを推進します。 

・ 子どもや保護者に対する相談支援体制を充実し、学校や関係機関との連携を 

図りながら、子どもや保護者を取り巻く環境に働きかけ、子どもが心身ともに

健やかな成長ができるよう支援を進めます。 
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・ 経済的な理由により、子どもに教育を受けさせることが困難な保護者に対し 

て、学校教育に関わる必要な費用を援助します。 

 

【主な取組み】 

・ 保護者に対しては、家庭における学習や読書の習慣付けの重要性について共 

通理解を図り、ゲームや携帯電話（スマートフォン）、インターネットの使用

などを制限する取組みをＰＴＡ・学校・教育委員会が協力して推進します。 

・ 保護者の子育てに関する悩みや相談などに対応するため、定期的に「子育て 

相談会」を実施したり、家庭に出向いて専門的な知識を活かして様々な環境と

つなげるスクールソーシャルワーカーを配置したりするなど、家庭における子

育てを支援します。 

・ 小・中学校の児童生徒を対象に、就学援助制度を実施します。 

 

基本施策Ⅱ 子どもの可能性を引き出し、個性を伸ばす教育の推進 

【基本施策の目標】 

 

  

 

（１）基礎学力の充実 

【現状と課題】 

・ 本町の小学生の学力は、これまで同様に全国学力・学習状況調査の結果にお 

ける全国及び県の平均正答率を上回っており、大変良好と言えます。国語・算 

数のいずれも基礎・基本の力は確実に定着しており、「活用に関する問題」に 

ついても力が付いてきています。しかし、読み取る力、論述する力等にまだ課

題が見られます。 

中学生は、「知識に関する問題」の正答率は全国平均をやや上回っており、 

基礎・基本の定着に改善が見られますが、「活用に関する問題」に課題が見ら

れます。 

これらのことから、子どもの学力を向上させるためには、基礎学力の定着に

加え、思考力・判断力・表現力を育成するための指導の改善が今後も求められ

ます。 

・ 本町では、独自に小学校２～６年生に学力調査を実施しています。この調査 

から得られた実証的なデータを把握・分析するとともに、町全体の学力向上及 

び小・中学校における教育指導の充実・改善、子ども一人ひとりの学習意欲の 

向上を図っています。 

子どもたちが、基礎的・基本的な知識や技能を身につけるとともに、それを基盤にして、

自らの可能性を発揮して、未来を切り開いていく力を育む教育が行われていること。 
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・ 家庭学習の質的向上が求められている中、子どもたちが一層基礎学力を確実

に身に付けるよう、学習習慣の一層の定着に向けた対策を学校と家庭が連携し 

て講じる必要があります。 

・ グローバル化や科学技術が進展する中、世界を舞台に活躍できる人材に育て 

ていくことが求められています。そのためには、学ぶ意欲の向上や基礎的・基

本的な知識・技能の定着に加え、探究心や表現力、自ら課題を解決する能力を

身に付けさせることが必要となっています。 

・ 子どもの学力を向上させるためには、小・中学校が共通の目標を立て、統一 

した学習規律を整えたり、系統性を明確にした学習を行ったりすることが大切 

だと考えます。小・中学校での９年間の学びを一体のものとして捉え、一貫性

のある継続的な指導を行っていく必要があります。  

 

【取組みの基本方向】 

・ 町で策定した「学力向上立山プラン」に基づき、各小・中学校の実態に合わ 

せた取組みを行い、ＩＣＴを活用しつつ、基礎学力の充実を目指します。 

・ 今後も町版学力調査を実施し、全国学力・学習状況調査の結果と併せて分析

を行い、教育施策の成果と課題を検証することにより、子どもの基礎学力の定

着と向上を図っていきます。 

・ 家庭学習も含めた学習習慣の定着を図り、基礎的な学力を確実に身につけさ 

せるとともに、それらを活用する力や知的好奇心、学習意欲、探究心を高め、

子どもが主体的に学習に取り組むよう指導の改善を進めます。 

・ 学校で学習指導に当たる教員に対し、教科等の指導に関する研修を充実する 

ことで、教員の授業力向上、子どもの学力向上を目指します。 

 

【主な取組み】 

・ 学力向上スタンダードを活用し、授業の場、課外の時間、家庭や地域との連 

携を生かした３つの場における取組みを充実します。 

① 授業の場における取組み 

ア 授業の充実 

・体験的な学習や問題解決的な学習への取組みによる知識や技能を活用する 

力や、知的好奇心、探究心を育む「主体的・対話的で深い学び」を充実さ 

せます。 

・ねらいを明確にした授業構想の下、「できた」「分かった」などの成就感、 

達成感を味わえる充実した授業展開を行います。 

・コミュニケーション力育成につながる「話合い」が充実するように、教師 
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 の授業力向上に努めます。 

・GIGAスクール構想の下、子どもがタブレット等のＩＣＴを効果的に活用し

て主体的で深い学びにつなげる授業を積極的に推進します。 

  ・学びの場にふさわしい学習環境の整備に努め、望ましい学習規律の定着を

図ります。 

イ 個別指導の充実 

・小学校および中学校の多人数学級を中心に、スクール・ケアサポーターを 

 配置し、担任教員とティーム・ティーチングを行いながら授業につまずき 

が見られる児童生徒の学習を支援します。 

ウ 少人数教育の推進と充実 

  ・小学校３～４年生、中学校１年生で少人数学級（３５人学級）を積極的に

導入し、きめ細やかな教育を実施します。 

② 課外の時間を活用した取組み 

ア 始業前の活動 

・朝学習プリント等を実施し、基礎的・基本的な学習内容の定着を図ったり 

朝のスピーチでコミュニケーション力を育成したりします。 

イ 放課後等の活動 

 ・一人一人の一日の学習状況等を見つめ、適切な個別指導にあたります。 

・中学校で放課後学習教室や土曜学習教室を開催し、学習支援サポーター（大

学生）を配置して参加生徒の自主学習を支援します。 

ウ 長期休業期間の活動 

・夏季・冬季休業中に各小中学校で質問教室や補習授業を実施し、補充学習

や発展的な学習を行います。 

・小学５年生～中学２年生を対象とした「立山町夏合宿～学ぼう・体験しよ 

う～」を実施し、自主的な学びの場の提供、学習習慣の定着を支援します。 

③ 家庭における取組み 

・右のような保護者向けの家庭学習リ 

ーフレットを配付し、児童生徒の家 

庭学習も含めた学習習慣の定着を促 

進します。 

・全国学力・学習状況調査や町版学力 

調査等の結果を分析し、それを活用 

して授業の改善や学習習慣の定着等 

学力向上に向けた対策の推進を図り 

ます。 
家庭学習の手引き高学年用 

小学生用（低・中・高）、中学生用：各 A3 判 
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（２）夢をもち個性豊かな子どもの育成 

【現状と課題】 

・ 本町の子どもたちは、素直で何事にも熱心に取り組む姿勢は見られますが、 

小学校では小規模校が多く、切磋琢磨しながら積極的に自己表現する力が弱い

という面があります。自分らしさを発揮し、才能や個性を伸ばしながら、積極

的に未来を切り拓いていく力を育む教育が求められます。 

・ 全国学力・学習状況調査の結果から、「自分によいところがある」「将来の

夢や希望をもっている」と回答した子どもの割合が、小学校では全国平均より

やや高いものの、中学校では次第に低くなっています。自分の特性に気付いた

り将来に向けての視野を広めたりして、夢や希望を育む教育が大切です。 

 

【取組みの基本方向】 

・ 豊かな体験活動（スポーツ、文化、自然体験、ボランティア活動等）の場や 

自分の行動を振り返り、「できる自分」をじっくりと見つめる機会を大切にし、 

独自の個性をもった一人一人のよさや個性を伸ばす教育を重視し推進します。 

・ 文化・スポーツ分野に秀でた人や著名人の話を聞いたり接したりする機会を 

増やし、子どもが将来の夢や目標をもてるように支援します。 

 

【主な取組み】 

・ 文化、スポーツなどの分野で秀でた人や著名人を学校に招いて、講演、演奏 

会、観劇等を実施し、豊かな感性や情操を育むとともに夢や希望を育む機会を 

増やします。 

・ 「先輩に学ぶ」「著名人から学ぶ」等、卒業生や身近な人の生き方・考え方

などを聞き、夢や憧れを抱いて自分の将来について前向きに考える機会をつく

ります。 

・ 学校や地域で様々な分野における各種行事を実施し、一人一人のよさや可能 

性を積極的に見い出したり、互いのよさを認め個性を尊重し合う雰囲気を醸成 

することにより、一人一人が自信をもって活躍できるようにします。 

                  
柏原竜二さんとの交流（ｱﾙﾍﾟﾝﾏﾗｿﾝ） 東京ｼﾃｨ･ﾌｨﾙｵｰｹｽﾄﾗの公演（小学校） 
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（３）国際社会で活躍する人材の育成 

【現状と課題】 

・ 社会や経済のグローバル化やＡＩが急速に発展する中、探究心や自ら課題を 

解決する能力に加え、積極的にコミュニケーションを図り、相手の意図や考え 

を的確に理解し、論理的に説明できる人材の育成が求められています。 

・ 小学校では、３～４年生が年間３５時間の外国語活動、５～６年生が年間７

０時間の外国語科の学習を実施しています。中学校では、年間１４０時間とな

っています。本町では、小学校に専科教員やＡＬＴ（※）、中学校に学習支援

員やＡＬＴを配置するなどの人的支援をして、外国語教育の充実を図っていま

す。 

   ※ＡＬＴ(Assistant Language Teacher)…学校における外国語授業の補助を行う外国語指導助手 

・ グローバル化が進展する今こそ、郷土の自然、歴史・文化、産業や優れた先

人などに学び、親しむことのできる環境づくりを進めていくことが求められま

す。ふるさとに誇りと愛着をもち、家族や地域の絆を大切にしながら、世界と

のつながりの中で未来の郷土を支え、社会の発展に貢献する人材を育成するこ

とが極めて重要です。 

 

【取組みの基本方向】 

・ 子どもの外国語によるコミュニケーション能力の向上を図るとともに、外国 

語教育の充実及び国際理解の推進に努めます。 

・ 郷土の自然、歴史や文化、先人の生き方や努力に対する理解を深め、ふるさ 

とに対する誇りと愛着を育む「ふるさと教育」の推進に努めます。 

 

【主な取組み】  

・ 立山町内全ての小学校において、専科教員

とＡＬＴ、専科教員と担任、担任とＡＬＴに

よる授業を展開し、外国語に親しむ態度を育

成したり楽しみながら外国語を学んだりす

る環境を整備します。 

・ 外国語教育における教員の指導力向上のた 

 め、町教育センターにおける研修会を実施し 

ます。 

・ 社会科副読本「わたしたちの立山町」や「立山カルタ」等の活用を通して、 

立山の豊かで厳しい自然と風土に育まれたふるさとの歴史や産業、くらしの特 

徴等を学び、理解を深める機会を充実させ、「ふるさと立山」への誇りと愛着 

 

立山町ふるさとカルタ 
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を育む教育を推進します。 

 

（４）教員の資質・能力の向上 

【現状と課題】 

・ 今後も教員の大量退職に伴い、若手教員の増加が見込まれることから、これ 

まで培われた教育理念やベテラン教員の優れた指導技術を継承するとともに、

若手教員の教師力育成が急務です。主体的で質の高い学校教育を実現するため

にも、教員全体の資質を向上することが必要であり、教職員研修をさらに充実

させることが課題になっています。教育センターにおいて、各年代に応じた研

修、学習指導や生徒指導力向上のための研修、今日的な教育課題に対応するた

めの研修等、教職員研修をさらに充実させていく必要があります。 

・ 学校における様々な問題を解決するために、教員の校務が煩雑となっていま 

す。教員が子どもと向き合う時間を確保できるように、「とやま学校多忙化解 

消の推進方針」に基づいて、働きやすい環境整備の推進を図る必要があります。 

・ 教員の時間外勤務の上限を「月45時間、年360時間」とする国のガイドライ  

ンに沿って、管理職だけでなく教員自らも勤務実態を把握し、長時間勤務の縮

減に努め、効率的な業務の遂行や健康の維持・増進への意識高揚が求められま

す。 

・ 小・中学校では、これまでも、小学校から中学校進学の移行期において、子 

どもがギャップを感じることなく、安心して中学校生活を送ることができるよ

う、小中連絡会等を行って、「中１ギャップ」への対応を進めています。今後

も、いじめや不登校の問題等、様々な課題に対応するため、さらに教員間の小

中連携を深めていく必要性が高まってきています。 

・ 平成２３年度より「学力向上『立山プラン』」を作成し、校長会が組織する 

「学力向上推進委員会」が中心となって、授業の場、課外の場、家庭学習の場 

における学習の充実に向け、各校の取組みを情報交換しながら連携して学力向 

上に取り組んでいます。学習指導の点で、小・中学校での９年間の学びを一体 

のものととらえ、発達段階を踏まえた一貫性のある継続的な指導が大切だと考 

えます。 

 

【取組みの基本方向】 

・ 優れた教育理念や指導技術の継承、教員研修の充実を図るために、各校のＯ 

ＪＴを推進します。また、町教育センターでは、今日的な教育課題に対応した

実践力や指導技術の向上及び教員のキャリアに応じた研修の充実を図ります。 

・ 各調査結果やこれまでの学力向上推進委員会の取組成果をもとに、小・中学 
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校９年間の学びを通した目標を立て、連動した取組や方策を立てて取り組みま 

す。 

・ きめ細かな指導を行うための講師、支援員等の配置、子どもの学習指導や文 

書作成のＯＡ化等、ＩＣＴを活用することにより、教員の校務負担を軽減し、 

教員が子どもと向き合いやすい環境の整備に努めます。 

・ 教員が、元気な状態で児童生徒と向き合うことが大事であり、ストレスチェ

ックや産業医との面談等を継続し、教員の心身の健康保持に努めます。 

・ 中学校の部活動に係る技術的な指導のためのスポーツエキスパートや、日々

の校舎巡回・施錠等戸締り等に外部人材を活用し、教職員の負担を軽減します。 

 

【主な取組み】 

・ 立山町教育センターで行う教職員研修の充実に努めます。 

ア 教職員のキャリアステージと研修ニーズに対応した教職員研修の充実 

○若手教員研修会…２～５年次教員を対象とした、教員としての資質能力 

の育成を図る研修等の充実。教員として求められる資 

質能力をはじめ、日常業務を行うときに必要な知識や 

技能を高める研修 

○リーダー研修会…学校の危機管理や学校運営上の様々な課題への対応能 

力等、中堅教員としての資質能力を高める研修 

イ 小中連携の下、義務教育９年間の指導の連続性や系統性を踏まえて、児童 

生徒の学習意欲を高め、基礎学力を身に付けさせるための教員の指導法の改 

善や指導力の向上を図る研修 

ウ 各校の校内研修をサポートするため、小・中学校の校内研修リーダーの資

質向上を図る専門研修 

エ 特別支援教育を取り巻く喫緊の課題に対応するため、特別支援教育に関す

る専門性の向上 

オ いじめ、不登校等、児童生徒の問題行動への適切な対応力を高める研修 

カ 児童生徒の学力向上を目指し、小・中学校の全教員を対象とした「教育講

演会」「実践記録等展示発表会」の実施 

・ 「学力向上推進委員会」を中心に実践研究に取り組み、小・中学校の接続を

意識した連携・実践をさらに充実します。 

  ・ 「生徒指導推進委員会」「体力向上推進委員会」「ＩＣＴ推進委員会」を中 

心に、実践的な指導のあり方について研修を深めます。 

・ 各種学力調査結果をもとにした学習指導の成果と課題、改善に向けた方策等 

を小・中学校に普及します。 
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・ 教員が子どもと向き合いやすい環境の整備を推進するとともに、学校現場の

実態に応じたきめ細かな指導を行うための講師等を配置します。 

（スクール・ケアサポーター、スタディ・メイト等の配置） 

・ いじめ、不登校等の今日的な教育課題に対応した実践力や指導力の向上を図

る教員研修の充実や大学教授等を招聘した研修への支援を行います。 

    （「見守り会議」の開催、「小中連携支援シート」の活用・推進） 

 

 

基本施策Ⅲ 子どもの心身の健やかな成長を目指す教育の推進 

【基本施策の目標】 

 

  

 

（１）豊かな心の育成 

【現状と課題】 

・ いじめは、どの学校にもどの子どもにも起こりうる問題であり、いじめる側 

といじめられる側が入れ替わりやすい、ネット上のいじめが増えているなどか

ら、大人からは見えにくい状況になってきています。しかし、いじめは、子ど

もの人権に関わる深刻な問題であり、「いじめ防止対策推進法」の施行（H25.9

月施行）に伴い、いじめ防止、いじめの早期発見、いじめの対処を組織的に行

うとともに、家庭・地域との連携を図り、関係機関との連絡を密にするなど、

継続的な取組みが必要です。 

・ 不登校については、悩みや不安等の心の問題に加え、家庭環境が要因となる

など、複雑化してきており、問題解決にあたっての困難度が増しています。そ

のため、それぞれの状況に応じて、学校だけでなく関係機関等と協力してきめ

細かく対応するなど、問題の解消に向けた粘り強い取組みが必要です。 

・ いじめや不登校の問題に加え、児童虐待や暴力事件、携帯電話等でのトラブ 

ルなど、子どもに関わる問題の多様化と複雑化については、少子化による影響

や生活体験、社会体験等の不足から、規範意識や人権意識が十分に育っていな

いことが背景として考えられます。特にいじめの問題は、極めて大きな社会問

題になり、教員一人一人が一層の人権意識をもって、未然防止・早期発見・早

期対応に取り組まなければなりません。 

・ 子どもにとってこれまで以上に「生きる力」が必要となっている中で、ヒト・

モノや実社会に実際にふれ、関わり合う「直接体験」を重視していく必要があ

子どもたちが、豊かな心をもち、たくましく生きるための健やかな体を育む教育や、特

別な支援が必要な子どもが、自立し社会参加するための力を育む教育が行われていること。 
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ります。学校においては、自然体験活動、社会体験活動等を通して、実感を伴

った学習を進めることで、豊かな人間性を育むことが期待できます。 

・ 生命尊重や自尊感情の乏しさ、規範意識や人間関係を形成する力の低下など 

が指摘されており、今まで以上に、子どもの人権尊重の精神や生命に対する畏

敬の念、生きる喜びや夢を与え、人としてよりよく生きることを考える道徳教

育の充実を図ることが求められています。 

・ 小･中学校においては、小１プロブレム（※）や中１ギャップといった校種間 

の円滑な接続に関する様々な課題に対応するため、幼稚園（保育所）・小学校・

中学校が連携し児童生徒一人一人へのきめ細かな対応が求められています。現

在、異校種間では行事等の交流は実施されていますが、今後さらに教育活動の

つながりを意識した取組みが求められます。 
 

※ 小１プロブレム：小学校に入学したばかりの１年生が、学校生活になじめず、集団行動をとれない、 

授業中に座っていられない、話を聞かないなどの状態になり学習や学級運営等に支障がある状況   

 

【取組みの基本方向】 

・ いじめ等の問題行動や不登校の未然防止、早期発見を目指して、スクールカ

ウンセラー(※１)、スクールソーシャルワーカー(※２)など専門的な相談員を配置

し、教育相談体制の一層の充実に努めます。また、学校と家庭、地域、関係機

関との連携を図り、早期の対応と解消を目指します。 
※１ スクールカウンセラー：子どもや家族の抱える悩み、不安等の心の問題を改善、解決していく心の

専門家 
※２ スクールソーシャルワーカー：家庭等の環境に働きかけ、よりよい教育環境づくりのためにネッ

トワークを築く社会福祉の専門家 
 

・ 子どもが規範意識や公共心を身に付け、命を尊び、他者を思いやり支え合う

心、感動する心をもった豊かな人間性を育むよう努めます。学校では、教育活

動全体を通じて道徳教育を展開することで、子どもの道徳性や社会性の育成に

努めるとともに、職場体験やボランティア活動、自然体験活動等の豊かな体験、

幼児・高齢者・障害のある人などさまざまな人との交流活動を通して、豊かな

人間性の育成に努めます。 

・ 子ども一人一人が人間としてかけがえのない存在であることを自覚し、い 

じめや偏見・差別をなくし、互いの人権を尊重し合って好ましい人間関係を築

いていこうとする心と態度を育成するため、学校と家庭、地域が連携していじ

め防止等に努めます。 

・ 小学校から中学校への進学において、生徒指導に関する小中連携の取組みを 

充実させることで、子どもが心身ともに健やかに成長できるようにします。 

 

 



- 19 - 

 

【主な取組み】 

・ 問題を抱えた子どもや保護者との面談、家庭への訪問相談等を行い、子ども 

が心身ともに安定した生活を送ることができるよう、相談や必要な支援を行う

ため、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの適切な配置を行

います。また、学校や家庭と民生委員・児童委員、児童相談所等、関係機関と

の積極的な連携により、児童虐待やいじめ、不登校等の早期発見及び対応を行

います。 

・ 「立山町いじめ防止基本方針」（H26.7月作成）をマニュアルとして、いじ 

めの未然防止、早期発見、発生時の対応における組織的かつ迅速な対応を図り

ます。 

・ また、立山区域の幼（保）・小・中・高等学校、ＰＴＡ、地域の社会教育団 

 体等で組織する「立山区域地域ぐるみ教育研究会」で提唱された『いじめ防止 

アピール宣言』(H24.10月)による啓発を行い、家庭・地域・学校等で連携・協 

力していじめの根絶を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 教員を対象とした研修会の実施や人権擁護委員との連携などにより、児童生 

徒、教職員の人権意識を高めるとともに、一人一人がかけがえのない存在であ

ることを自覚し、互いに人間として尊重し合う心と態度を育てます。 

・ 子どもに豊かな感性や情操を育む体験的な活動、地域の人材や多様な価値観 

に触れる交流活動、自然体験学習や社会奉仕体験活動を取り入れた、命を大切

にする心や思いやりの心を育てる学習機会の充実、人権が尊重される学級経営、

生徒指導の推進などによる、いじめや偏見・差別を許さない雰囲気づくりなど、

学校における人権教育に関する教育活動を推進します。 
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また、「特別の教科 道徳」の授業においては、児童生徒の心に響く指導が

できるよう、教員の資質・指導力の向上及び授業の改善につながる研修を実施

します。 

・ 不登校傾向の見られる子どもに対する早期発見、早期対応を期して、月毎の

欠席状況を把握するとともに、適宜「子ども見守り会議」を開催して、学校へ

の助言・支援を行います。また、町の適応指導教室の利用について、不登校児

童生徒に対する効果的な支援体制を検討します。 

・ 中学校進学時における生徒の不適応を解消するため、教員の情報交換会や合 

同研修会を実施して、小・中学校の円滑な連携・接続を推進します。また、「立

山町版小中連携支援シート」を活用し、気になる児童や不登校傾向のある児童

に対する指導や支援体制の継続を図ります。 

・ 「早寝早起き朝ごはん」運動等、基本的生活習慣の定着を図るとともに、社

会のルールや規範意識を高めることができるよう、学校やＰＴＡへの働きかけ

を行います。また、子どもたちが地域の行事に参加したり、地域の人々を学校

の教育活動の場に招いたりするなど、相互の交流を推進することにより、地域

社会の一員としての自覚を高め、社会性を育てます。 

 

（２）健やかな体の育成 

【現状と課題】 

・ 社会環境や生活環境の変化により、運動に進んで取り組む子どもとそうで 

ない子どもの二極化が進んでおり、運動習慣及び体力・運動能力の低下が懸念

されています。そのため、学校では、体育の学習や体育的行事、業前・業間運

動、運動部活動などにおいて、運動習慣の定着を進め、子どもの体力・運動能

力の向上を目指すことが大切です。 

・ 社会環境や生活環境の急激な変化は、子どもの食生活をはじめとした基本的 

生活習慣の乱れにつながり、子どもの心身の健康に大きな影響を与えており、

それに伴う生活習慣病の発生が懸念されます。子どもが将来にわたって健康に

生活していけるようにするためには、保護者との連携により日常生活における

食事や運動不足などをいかに改善させるかが課題となっています。 
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児童生徒の体力・運動能力の状況（令和元年度） 

                                                                                   種目別平均値 

 

 

 握力 

(kg) 

上体起こし

（回） 

長座体前屈

(cm) 

反復横跳び

（点） 

持久走 

1000ｍ(秒) 

20ｍシャト 

ルラン（回） 

50m走 

(秒) 

立ち幅跳

び(cm) 

ソフト・ハンド 

ボール投げ(m) 

小学校５年

（男子） 

立山町 15.86 18.21 31.96 44.44  54.06 9.38 155.04 21.54 

富山県 16.54 19.75 33.08 43.91  55.04 9.51 154.68 22.54 

全 国 16.37 19.80 33.24 41.74  50.32 9.42 151.45 21.61 

小学校５年 

（女子） 

立山町 16.08 17.77 37.26 43.00  46.08 9.60 152.90 15.24 

富山県 16.39 19.15 37.80 43.02  45.99 9.62 151.56 14.85 

全 国 16.09 18.95 37.62 40.14  40.79 9.64 145.68 13.61 

中学校２年 

（男子） 

立山町 28.68 26.60 41.73 50.00 368.45 73.67 7.48 183.30 18.87 

富山県 28.82 26.29 43.93 52.24 403.60 84.63 8.11 198.79 20.77 

全 国 28.65 26.96 43.50 51.91 398.98 83.53 8.02 195.03 20.40 

中学校２年 

（女子） 

立山町 22.83 22.48 40.47 45.55 311.75 50.62 8.50 158.65 12.02 

富山県 23.36 22.02 45.09 45.24 295.94 58.99 8.94 168.59 12.65 

全 国 23.70 23.07 45.23 45.63 290.18 57.77 8.87 166.53 12.88 

                   資料：全国体力・運動能力、運動習慣等調査（文部科学省） 

 

【取組みの基本方向】 

・ 運動能力調査等から子どもの体力の状況を把握・分析し、子どもの体力に関 

わる成果と課題を明らかにします。また、調査結果から明らかになった課題と

改善策を示し、子どもたちの運動習慣の定着と体力向上の推進を図ります。 

・ 小・中学校においては、栄養教諭を中核とした「食に関する指導」を充実さ

せ、子どもたち自身が健康を保持増進していく能力の育成や望ましい食習慣の

定着などを目指します。 

・ 学校と家庭、地域が一体となって子どもたちの運動の習慣化や体力向上に取

り組むとともに、食育及び健康教育を推進します。 

 

【主な取組み】 

・ 小学校教員及び町教育委員会の派遣スポーツ主事等で組織した「体力向上推 

進委員会」を中心に、体力・運動能力調査等の結果を分析し、子どもの体力の

状況を把握して課題に対する改善策を立て、町全体で取り組みます。 

（例：「わくわくチャレンジランキング」の実施、各校取組の情報交換 等） 

・ 教育委員会や各種スポーツ団体との連携を図り、児童生徒が参加できる各種 

スポーツ大会を開催し、スポーツへの関心を高めるとともに、スポーツ少年団

活動や学校等での継続的な運動習慣につなげるようにします。 
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（例：卓球大会、ミニバスケット大会、長なわ大会 等） 

・ 望ましい食習慣や自己管理能力が身に付くよう、栄養教諭を派遣して学校で

の「食に関する指導」を充実させるとともに、保護者に対する健全な生活習慣

の啓発を行うなど、家庭や地域との連携を図りながら、「早寝早起き朝ごはん」

運動の推進や子どもが正しい生活習慣を身に付けられるよう取り組みます。 

 

（３）特別支援教育の充実 

【現状と課題】 

・ 共生社会の実現に向けた障害者の権利に関する条約 （※１）に基づき、イン 

クルーシブ教育システム（※２）の理念のもと、特別支援教育を着実に進めてい

くことが求められています。学校では、個別の教育的ニーズのある子どもに対

して、自立と将来の社会参加を見据えて、他の子どもと同じ場で共に学ぶこと

ができるよう、多様で柔軟な仕組みや環境を整備することが必要です。 

・ 現在、特別支援学級に在籍する子どもや通級による指導（※３）を受ける子ど 

もが増えています。通常の学級においても、授業に集中できない、友達とうま

く関われない、感情のコントロールがうまくできないなど、特別な支援を必要

とする子どもが増えており、一人一人の教育的ニーズに応じた適切な支援が求

められています。 

 

【取組みの基本方向】 

・ 特別な支援を必要とする子どもに対して、通常の学級や通級による指導、特 

別支援学級といった多様な学びの場を提供したり、特別支援教育支援員を配置

し必要なニーズに応じてきめ細かく対応できるよう人的支援を行ったりしま

す。 

・ 特別な支援を必要とする子どものニーズに応じた指導法、学校の支援体制や 

配慮の仕方等について、教員の資質向上を図る研修を行います。 

 

【主な取組み】 

・ 必要度の高い小・中学校にスタディ・メイト（※４）を配置し、適切に子ども

と関わることで、一人一人のニーズに応じた支援を行います。また、特別支援

教育に関する専門家の助言を得るなどして、特別な支援を必要とする子どもを

支援する仕組みの整備・充実に努めます。 

・ 特別支援教育に関する理解や指導法について、専門性を高める教員研修を実 
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施し、支援を要する子どもに適切に対応できるよう教員としての資質向上に努

めます。また、障害者や高齢者、幼児等との交流を通して互いの違いを認め合

い、尊重し合う心を育てる教育を推進します。 
 

※１ 障害者の権利に関する条約：障害者の尊厳、自律及び自立、差別されないこと、社会参加等を一般原

則として規定し、障害者に保障されるべき個々の人権及び基本的自由について定めたうえで、これらを確

保し促進するための措置を締約国がとること等を定めている。H18.12 

※２ インクルーシブ教育システム：障害者の権利に関する条約第 24条によれば、「インクルーシブ教育シ

ステム」とは、人間の多様性の尊重等の強化、障害者が精神的及び身体的９能力等を可能な最大限度まで

発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能とするとの目的の下、障害のある者と障害のない者

が共に学ぶ仕組みであり、障害のある者が「教育制度一般」から排除されないこと、自己の生活する地域

において初等中等教育の機会が与えられること、個人に必要な「合理的配慮」が提供されるなどが必要と

されている。 

※３ 通級による指導：通常の学級に在籍し、ほとんどの授業を通常の学級で受けながら、障害の状態に応

じた特別な指導を週１～８時間、特別な指導の場（通級指導教室）で行うもの。対象は、言語障害、自閉

症、情緒障害、弱視、難聴、学習障害（ＬＤ）、注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）（※県内で設置してい

る教室）である。 

※４ スタディメイト：通常の学級に在籍し、特別な支援を必要とする児童生徒の学校生活への支援をする

支援員 

 

（４）学校給食における食育の推進 

【現状と課題】 

・ 立山町では、ふるさとの食文化や地場産物について地域の方々や生産者から

学ぶ活動を行い、昔から伝わる郷土料理、季節・行事にちなんだ料理や地場産

物を意図的に教科と関連させながら、積極的に献立に取り入れています。しか

し、生産農家の減少に伴う地場産食材の確保や、郷土料理を伝承する人材の育

成等、深刻な課題も見えてきました。 

 

【取組みの基本方向】 

 ・ やさしさと温もりを体感し「思いやり」の心を育成します。 

 ・ 地域の文化と恵みを確認し、「郷土愛」を育成します。 

 ・ 地産地消の実践教育で「創造力」を育成します。 

 

【主な取組み】 

・ 「学校給食衛生管理基準」に基づいた衛生管理の徹底、食物アレルギーへの 

対応、給食内容の充実などに取り組みます。 

・ 週４回の米飯給食を実施するほか、地域の地産食材の活用や郷土食の提供に

取り組みます。なお、災害時での非常炊き出しにも対応します。 

・ 食を通して、一口一口に、多くの人たちのやさしさと温もりが満ち溢れてい

ることを感じ取ることができる「思いやり」の心を持った子供の育成を目指し

ます。 

・ 失われつつある地域の祭事や風習にちなんだ郷土料理を給食献立の一つとし
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て提供し、また、郷土料理の伝承人ともなる地域の人を招き、子供たちに食文

化の魅力を直接伝える機会を設けます。 

・ 場産食材の活用について大人任せにするのではなく、子供自らが地産地消に

参加できる機会をつくり、「創造力」が育成されることを期待します。 

 

 

基本施策Ⅳ 社会の変化と多様なニーズに対応した教育環境の充実 

【基本施策の目標】 

 

  

 

（１）学校施設等の整備と充実 

【現状と課題】 

・ 学校施設については、児童生徒が一日の大半を過ごす学習、生活の場である

とともに、災害時には地域住民の避難場所として活用されることから、安全・

安心な学校教育施設の整備を図る必要があります。 

・ 近年、登下校中の児童生徒が被害に遭うという痛ましい事件、事故が全国各 

地で発生していることから、学校、保護者、地域住民、関係機関などと連携 

し、通学路等における安全確保を図る必要があります。 

 ・  児童生徒の教育環境の向上と学校施設の維持・更新コスト削減を両立するた

め、従来型の建替え中心の整備から、改修による長寿命化に切り替え、機能向

上・機能回復に向けた修繕・改修を実施する必要があります。また、大規模な

改修を行う場合には、財源の確保が課題となります。 

 

【取組みの基本方向】 

・ 町内小中学校施設が中長期的な観点から、将来の児童・生徒数の推移および

町の情勢変化等を考慮しつつ、トータルコストの縮減や予算の平準化を実現し、

学校施設の機能・性能を確保していきます。 

・ 通学路の安全確保を優先的に実施してもらうよう道路管理者等に働きかけま

す。 

 

【主な取組み】 

・ 「立山町学校施設の長寿命化計画」（2018年度策定）に基づき、計画的に機

能向上と機能回復に向けた修繕・改修を実施します。前期基本計画期間には、

高野小学校校舎をはじめ複数の学校で中規模修繕を進めます。 

学校施設等が適切に管理され、安全で安心な教育環境のもとで、教育を受けられてい

ること。 
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・ 小・中学校施設のメンテナンスを引き続き実施し、児童生徒の安心・安全な 

教育施設の整備に取り組みます。 

・ 道路では、町通学路安全推進会議により、学校、ＰＴＡ、地区からの要 

望に基づき、通学路の安全対策を図ります。 

・ 消防設備等の点検・改修を進め、児童生徒の安全確保を図ります。 

 

（２）学校規模の適正化 

【現状と課題】 

・ 少子化の進行により児童生徒数は、昭和５７年度と平成２５年度を比較して 

約６割、平成２５年度と令和２年度を比較して約８割となりました。また、令

和２年度と令和７年度見込みを比較すると約８割となることが見込まれます。 

・ 中学校については、平成１９年度の統合により２校から１校となり、小学校

については、６校（H31.4.1 より休校の日中上野小学校を除く。）となっており、

複式学級が解消されました。 

今後、少子化により児童数が減少する中でも、集団の中で多様な考えにふれ

ること、認めあうこと、協力しあうことなどを通じた、良質な教育環境を確保

するため、「立山町立小学校の適正規模・適正配置推進計画」（2020 年度策定）

に基づき、関係する校区の保護者等の理解を得ながら、児童数の変化を見据え

た小学校の適正配置を検討します。 

 計画では、人口規模に基づき、各学年で１学級、６学年で６学級の規模の学

校を標準規模校とし、１学級の最少人数は 20 名程度とすることとしています。 

 

【取組みの基本方向】 

・ 令和３年度を始期とする第 10 次立山町総合計画との整合性を図りながら、少

子化が進む中でも、児童生徒の安全で快適な学習環境を維持・向上できるよう、

適正な学校配置を検討します。 

 

【主な取組み】 

・  一定規模の児童数を確保することにより、子どもたちの良質な教育環境を維

持できるよう、保護者等の理解を得ながら、児童数の変化を見据えた小学校の

適正な配置を検討していきます。 

 

（３）質の高い教育環境の整備と充実 

【現状と課題】 

・ 児童生徒の読書離れが指摘される中で、読書活動や学習活動を推進するため、 
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各学校図書館の整備と充実を図る必要があります。 

・ 国際社会における情報化がめざましく進展する中、児童生徒がコンピュータ 

などＩＣＴ（情報通信技術）を活用し、適切に情報社会に対応できる情報活用

能力を育成する必要があります。また、電子黒板などを活用した授業を推進し、

児童生徒の学習意欲を高める必要があります。 

・ 児童生徒の実態に応じたきめ細やかな指導・支援などを行い、確かな基礎学 

力や望ましい学習態度の定着を図る必要があります。 

・ 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）や放課後子ども教室推進事業 

を拡充する必要があります。 

・ 近年、登下校中の児童生徒が被害に遭うという痛ましい事件、事故が全国各

地で多発していることから、学校、保護者、地域住民、関係機関等と連携し、 

通学路における安全確保を図る必要があります。 

 

【取組みの基本方向】 

・ 学校司書の配置、蔵書の補充により学校図書館の一層の充実を図ります。 

・ 児童生徒１人１台端末の環境におけるＩＣＴの効果的な活用を促進していき

ます。 

 

【主な取組み】 

・ 多額の予算により整備した学校 ICT 備品等について、適切な維持管理を実施

するとともに、財政負担の平準化に努めながら、適切に機器の更新を行います。 

・ 共働き家庭の児童（おおむね１年生～３年生）を対象として、放課後などに 

適切な生活や遊びの場を提供する「放課後健全育成事業（放課後児童クラブ）」

については、運営時間の拡充や施設整備に取り組みます。 

    また、全ての児童を対象として、安全・安心な児童の居場所を設け、地域住 

民の方々などの協力のもと、学習やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活 

動などを実施する「放課後子ども教室」推進事業に取り組みます。 

・ 学校安全パトロール隊などの協力を得ながら、通学路における児童生徒の交 

通安全指導や犯罪被害防止対策に取り組みます。 

 

（４）公民館施設の整備と充実 

【現状と課題】 

・ １３箇所の町立公民館については、全ての公民館で耐震基準を満たしていま 

すが、施設の老朽化や２階に集会室があるなど、高齢者や身障者などにとって

施設利用の不便さを解消する必要があります。 
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【取組みの基本方向】 

・ 計画的なメンテナンス計画による長寿命化を図ります。 

・ 将来を見越した財源の確保を検討します。 

 

【主な取組み】 

・ 町立公民館は、昭和５４年度から平成３年度にかけて建設されており、建築 

後２０年から３０年余りが経過しています。地区住民の学習機会や文化活動な

どを行い、地域住民のふれあいの場となっている公民館の利便性の一層の向上

に向けて取り組んでいきます。 

・ 町内会の自治公民館新築・改築に係る経費について、補助金を交付します。 

 

 

基本施策Ⅴ うるおいと生きがいを創出する生涯学習の推進 

【基本施策の目標】 

 

  

 

（１）多様な学習活動の支援 

【現状と課題】 

・ 町民カレッジでは、教養、健康づくり、モノ作りといった多種多様な講座を

開催しています。だれでも気軽に学ぶきっかけづくりとして、講座受講者のニ

ーズに即した講座実施に努めていく必要があります。 

・ 学習機会の提供・充実をはじめ、生涯学習を支える人材や環境づくりを推進

していくとともに、学んだ成果を地域づくりに活かせるよう支援します。 

 

【取組みの基本方向】 

・ 町民のニーズを把握して町民カレッジを開催することにより、一人一人が 

多様な学習機会を享受できるよう支援し、学ぶきっかけづくりをサポートし 

ます。 

・ 町民カレッジで学んだ成果を町民文化祭等で発表することにより、それぞれ

の受講者が楽しみながら学んだ成果を活かし、地域の絆を深めて人づくり・ま

ちづくりにつながるよう努めます。 

 

 

 

すべての世代の町民が、それぞれの目的、ニーズや社会の新たな課題に応じて、自由

に学習機会や場を選択して学ぶことができること。 
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【主な取組み】 

・ 町民の学習ニーズにあった生涯学習講座の開催や、地区公民館において、子

どもから高齢者までが共に学ぶ「地域の学習活動」に取り組みます。 

・  町民が自らの経験の中で得てきた知識・技術、学んできた成果が活用できる

人材を活かし、地域において様々な世代が交流しながら学ぶことができる環

境づくりを支援します。 

・ デジタル技術を活用した新たなサービス（地域資料をデジタルアーカイブと

して保存・公開）提供に取り組みます。 

・ 学んだ成果が人や社会のために活かされるとともに、心豊かな安らぎに満 

 ちたまちづくりにつながるように努めます。 

 

（２）文化活動の支援 

【現状と課題】 

・ 各芸術文化団体の会員の高齢化や構成員の減少が深刻な課題となっています。

また、地域に受け継がれてきた文化財や伝統文化の保存・活用に努め、着実に

次世代へ継承していくことが求められています。 

 

【取組みの基本方向】 

・ 町民が気軽に芸術文化活動に触れたり、参加したりできる場をできるだけ 

 多く提供します。 

・ 学校との連携により、子どもたちが創造性あふれる芸術文化に触れ、芸術文

化の素晴らしさを体験できる機会を増やします。 

 

【主な取組み】 

・ 文化祭や町美術展の充実を図るとともに、町民カレッジや公民館講座で学 

 んだ経験を活かしたサークル活動やボランティア活動を支援します。 

・ 各芸術文化団体の人的基盤の強化を図ります。 

・  子どもたちが芸術文化にふれる機会を増やすことで担い手の育成に努めま

す。 

 

（３）公民館運営の充実 

【現状と課題】 

・ 少子高齢化が進む中、地域活動の中心となる町立公民館の地域に根付いた運 

営と活動が望まれていますが、公民館職員の人材確保が課題となっています。 

・ 立山町社会教育施設長寿命化計画に基づいて、計画的な施設整備に努めます。 
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【取組みの基本方向】 

・ 様々な学習機会を提供し、地域住民の主体的な学習活動を支援し、いつでも、 

だれでも気軽に利用できる公民館の運営と、快適で安全・安心な施設の環境改 

善に努めます。 

・ 多様化する住民の主体的な学習を促進するために、職員の研修を行い、資質 

向上を図ります。 

 

【主な取組み】 

・ 各町立公民館での地域の特色を活かした講座や行事を推進し、行政や他地域 

との連携強化を図ります。 

・ 公民館を安全・安心で快適な状態で使用していくため、施設や設備の日常的 

なメンテナンスを行うとともに、立山町社会教育施設長寿命化計画に基づいて 

大規模改修を進めます。 

 

（４）図書館活動の推進 

【現状と課題】 

・ 図書館とは、いつでもだれでも気軽に利用でき、読む楽しさと知る喜びを体 

験できる図書館サービスと資料の充実が求められています。そのため、質の高 

 い蔵書構成を維持し、誰もが利用しやすい環境整備に努めるとともに効率的で 

効果的な運営に努めます。 

 

【取組みの基本方向】 

・ 図書館資料の充実に努め、町民の多様なニーズに応えられるよう専門職員（司 

書）を配置し、学習・研究・調査を支援します。 

・ ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した効率的な貸し出しサービスを提供すると

ともに、図書の予約サービスや、他の図書館との相互貸借などにより迅速かつ

確実な資料提供に努めます。 

・ 学校図書室、保育所など関係機関と協力・連携し、子どもの読書活動の推進

を図ります。 

 

【主な取組み】 

・ 幅広い分野の資料の所蔵を継続するとともに、新たな資料の収集や充実に努 

めます。 

・ 地域に根ざした運営と読書グループの活動を支援します。 

・ 情操を育てる上で大切な幼児期からの読書体験の機会を増やすために、職員 
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の資質の向上とボランティアの育成・確保を図ります。また、学校図書室と連 

携し、学校司書間との連絡会の開催や研修を支援します。 

・ 地域の歴史や文化の普及に資するため、地域資料を収集・保存し、資料の充 

実を図ります。また地域資料のデジタル化も進めます。 

 

 

 基本施策Ⅵ 愛着や誇りを育むふるさと教育の推進 

【基本施策の目標】 

 

  

 

 

 （１）学校におけるふるさと学習の推進 

【現状と課題】 

・ 少子高齢化や核家族化、生活様式の変化は、地域の人間関係を希薄にし、こ 

れまで地域の古老やコミュニティによって自然に受け継がれてきた「ふるさと」 

に関する学びの機会は激減しています。 

 

【取組みの基本方向】 

・ ふるさとの多様な歴史や文化、自然、産業、先人の偉業等について、子ども 

たちの理解を深めるために、子どもたちの教育を中心的に担っている学校のさ 

らなる取組みの推進とともに、町で育った子どもたちが、町に愛着を持てるよ

うな幅広い社会経験を積み、将来、町の担い手として活躍できる機会の創出に

努めます。 

・ 公民館を中心とした地域住民による“自らの地域を知る”活動を支援します。 

 

【主な取組み】 

・ 郷土学習教材の活用や伝統文化の伝承活動を通して、ふるさとの多様な歴史 

や文化、自然、産業、先人の偉業等についての学習活動を推進します。 

・ 地域の歴史・文化遺産等への現地訪問や、地域の歴史に詳しい古老等の地域 

人材を活用した「ふるさと教育」を推進します。 

・ 学校給食等を通して、地産地消や食の安全の推進、地場産品に関する教育を 

実施し、郷土の食文化を理解する活動を推進します。 

・ 公民館等で実施するふるさと探究活動の資料提供などに協力します。 

 

町民や子どもたち一人一人が、幸せを実感し、ふるさとへの愛着や誇りを育むために、

ふるさとの多様な歴史や文化、自然、産業等について学び、地域の特色への理解を深め、

本町の素晴らしさを誇りに思う心が育っていること。 
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 （２）文化的資産の積極的な情報発信と活用 

【現状と課題】 

・ 郷土に対する理解と関心を高め、文化財を適切に保存するとともに、それぞ 

れの地区に存在する価値ある文化的資産を見つけ出し、保存していくことが求 

めらています。 

 

【取組みの基本方向】 

・ 町民の一人一人がふるさとへの愛着や誇りを育むという観点から、町民の 

学びの場の充実を目指します。 

・ 町民が日頃から文化財に親しむことができる環境づくりに努めます。 

 

【主な取組み】 

・ 町の文化財や伝統行事・文化を今一度見直すとともに、町の文化財や伝統文

化等を画像や映像等により積極的に情報発信します。 

  ・ 歴史交流ステーション日なたにおいて、土器作り、民具によるモノづくり体 

験等、過去の営みを学ぶ機会を定期的に設け、歴史的な資産の大切さを認識し 

てもらう活動を実施します。 

・ 霊峰「立山」に関する多数の歴史・文化的遺産や、数多くの遺跡と豊かな自 

然について、その保存・継承を行政と町民が協働して推進します。 

 

 （３）伝統文化の保存・継承 

【現状と課題】 

・ 少子高齢化に伴い、それぞれの地区の伝統行事等の継承が難しくなっていま 

す。地域の担い手が減少する中、これまで受け継がれてきた各地区の伝統行事 

等を継承していくための仕組みづくりが求められています。 

 

【取組みの基本方向】 

・ 地域住民が積極的に伝統行事に参加する機運づくりに努めます。 

・ 文化財や伝統文化の価値を再点検・フル活用し、多くの人々に伝えながら、 

保存・継承する仕組みを構築していきます。 

 

【主な取組み】 

・ 伝統文化の映像記録を、町ホームページに掲載し、広く普及啓発します。 

・ 子どもたちが伝統文化等にふれる機会を増やすことで、将来の担い手の育成 

に努めます。また、他地域の活動団体との情報交換・連携機会を創出し、新た 
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な伝統文化の継承のあり方について研究を進めます。 

 

 

基本施策Ⅶ 元気を創造するスポーツの振興 

【基本施策の目標】 

 

  

 

 

（１） 子どものスポーツ体験機会の確保 

  【現状と課題】 

  ・ 児童生徒の体力・運動能力は、1985年頃をピークに長期的な低下傾向にあ 

るとともに、運動する子どもとしない子どもの二極化が進みつつあるため、子 

どもたちが自分にあったスポーツを見つけたり、参加したりすることができる 

機会の確保が求められています。 

 

【取組みの基本方向】 

  ・ たくましい心と体をもった子どもを育成するため、幼稚園・保育所（園）・ 

学校や家庭が連携して、子どもたちの運動の習慣化や体力向上の取組みを推進 

するとともに、中学校の運動部活動の充実を目指します。 

  ・スポーツ少年団や学校等におけるスポーツ活動の活性化を支援します。 

 

  【主な取組み】 

  ・ 町スポーツ協会等が中心となって実施する親子でスポーツに参加・活動でき

る機会の提供・紹介等を支援するとともに、子どもたちが町スポーツ少年団や

地域のスポーツクラブ等に参加するきっかけを提供します。 

  ・ 小学校と連携した、ボルダリング壁の活用や町スポーツ少年団が主催する児

童縄跳び大会の開催等により、子どもたちが普段から体力づくりに取り組める

環境づくりを進めます。 

また、放課後子ども教室や放課後児童クラブにおいて小学校体育館を利用で

きるようにすることで、幼少期における運動機能向上のための取り組みを支援

します。 

 

（２） スポーツに参加しやすい・取り組みやすい環境づくり 

  【現状と課題】 

子どものうちからスポーツに親しむことで体力が育まれるとともに、町民一人

ひとりが自らにあったスポーツをひとつ以上見つけ、生涯スポーツを楽しんでい

ること。 
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  ・ 全国的に運動をしない人が増加しており、本町においても、特に子育て世代

や働き世代のスポーツへの参加の機会が少ないことが懸念されます。町民誰も

が定期的に運動に取り組み、健康でいきいきと暮らせるよう、スポーツに参加

するきっかけづくりや取り組みやすいスポーツの普及が求められています。 

 

【取組みの基本方向】 

  ・ 町民一人ひとりが、「好きな」「できる」「やってみたい」スポーツを発見

し、競技スポーツや生涯スポーツに参加できる環境づくりを推進します。 

  ・ 幅広い年齢層の人が参加できるスポーツイベントを実施します。 

 

【主な取組み】 

  ・ 立山アルペン健康マラソンの開催やノルディックウォーキングの促進等、町

民が気軽にスポーツに参加し、交流を楽しめる機会の提供に努めます。 

・ 町スポーツ推進委員協議会等が中心となって実施するニュースポーツ等の多 

様なスポーツの普及啓発を支援します。 

  ・ 地域における各種スポーツ団体が活動を継続できるよう、指導者の確保や養

成に努めます。 

・ 町内の各種スポーツ団体が行う新たな参加者募集活動への支援等を行うこと

で、各種団体の活動の活性化を進め、町民がスポーツを通じて地域とのつなが

りを感じられる機会の創出を支援します。 

 

（３） 安全にスポーツを楽しめる環境づくり 

  【現状と課題】 

  ・ 町営施設に備え付けられた競技用備品の中には老朽化しているものも見られ

るため、適切に管理し、町民が安全に安心してスポーツを楽しめる環境を維持

していく必要があります。 

 

【取組みの基本方向】 

  ・ だれもが安全にスポーツを楽しめる環境づくりを推進します。 

 

  【主な取組み】 

  ・ 町営施設に備え付けてある競技用備品等の点検を実施し、安全上問題のある

ものについては、町民のニーズや使用状況も踏まえた上で、適切に廃棄・更新

を行います。また、老朽化が目立つ立山町総合公園内のスポーツ施設の改修を

行い、競技スポーツに取り組む人々の利用環境の向上に努めます。
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